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各市町の取組み状況等について 
市町名 久留米市 八女市 田主丸町 北野町 城島町 三潴町 上陽町 広川町 

住民説明会の

状況 

市民説明会 5回 
9月 13～30日 

意見交換会 2回 
 11月 3・5日 

11月 4日 
～11月 14日 

校区単位回数 8回 
 

11月 21日 
～12月 6日 

校区単位回数 2回 
集落単位回数 

92回 
 

11月 30日 
～12月 6日 

校区単位回数 6回 
集落単位回数 2回 

1回（予定） 

11月 20日 
～11月 25日 
校区単位回数 5回 
集落単位回数 1回 
 

11月 15日 
～11月 18日 
校区単位回数 4回 
集落単位回数 2回 
 

11月 6日 
～11月 13日 
校区単位回数 6回 
 

10月 28日 
～11月 5日 
町内５会場 5回 
集落単位回数 1回 
 

アンケート調

査等の状況 

該当なし 配布 11月 14日 
締切 11月 24日 
集計終了 

12月 3日 
対象年齢 

H14/4/1現在 
15歳以上 
対象者数 

33,257名 

配布 
11月 21～24日 
締切 12月 8日 
集計終了 

12月 11日 
（公開で集計、分

析は後日） 
対象年齢 

18歳以上 
対象者数 

17,315名 

住民投票日 
12月 15日 

（即日開票） 
投票率 50％未満
は開票しない。 
対象年齢 

18歳以上（永住
外国人も可能） 
対象予定者数 
約 14,100名 

配布 11月 29日 
締切 12月 9日 
集計終了 

12月 13日 
対象年齢 

H15/4/1現在 
16歳以上 
対象者数 

11,905名 

配布 11月 8日 
締切 11月 28日 
集計終了 

12月 4日 
対象年齢 

11/1現在 
16歳以上 

対象者数 
13,419名 

住民説明会終了

後配布 
11月 6～13日 

締切 11月 22日 
集計終了 

12月 5日 
対象年齢 

H15/4/1現在 
16歳以上 

対象者数 3,538名 

配布 10月 31日 
締切 11月 15日 
集計終了 
（分析除く） 

11月 26日 
対象年齢 

16歳以上 
対象者数 

16,169名 

結果の公表 

該当なし 公表日 
議会（中間報告） 

11月 29日 
12月 3日（全協） 
区長会 
現時点ではなし 
住民（広報） 
 12月 15日 

公表日 
議会 12月 11日 
区長会  

12月 11日 
住民 12月 11日 

公表日 
議会（全協） 
 12月 16日 
区長会・住民 
現時点ではなし 

公表日 
議会（全協） 
 12月 13日 
区長会（発送日） 

12月 13日 
住民（広報号外） 

12月 13日 

公表日 
議会 12月 6日 
区長会  

12月 6日 
住民（広報号外） 

12月 13日 

公表日 
議会（全協） 

12月 6日 
区長会・住民 
現時点ではなし 

公表日 
議会 11月 27日 
区長会 

11月 27日 
住民 11月 29日 
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今後のスケジュールについて（案） 

  
 
 

〇日 程 平成１４年１２月１６日(月) １８：００～ 
〇法定協議会参加の意向確認 
 
 

 
〇日 程 平成１４年１２月２５日(水)までに議決 
〇議会提案議案  
・ 法定協議会設置に関する議案（規約を含む） 
・ 一般会計補正予算(法定協議会負担金) 
 

 
 
   〇法定協議会の設置を告示する 

・ 告示予定日 平成１４年１２月２６日(木) 
・ 地方自治法第２５２条の２第２項 
 
 
 

〇日 程 平成１４年１２月２６日(木)で調整 
〇場 所 未 定 
〇主な協議及び報告事項 
・ 法定協議会設置等の報告 
・ 任意協議会の解散について 
 

 
 

〇法定協議会の設置を都道府県知事に届ける 
・ 地方自治法第２５２条の２第２項 
 

 
 

〇日 程 平成１５年１月１４日(火)～１７日(金)の間で検討 
 

２市６町首長会議 

各自治体議会提案及び議決 

法定協議会設置の告示 

第１回法定協議会 

法定協議会設置の県への届出 

第６回久留米広域合併任意協議会 

法定協議会設置準備 
〇法定協議会設置に

関する協議 
・規約・予算 
・諸規定等 

《終了後》 
◎参加確認市町のみで 
法定協設置の事前協議 
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参考例示 
 

久留米広域合併協議会規約 

                                

（協議会の設置） 

第１条 久留米市、八女市、田主丸町、北野町、城島町、三潴町、

上陽町及び広川町（以下「２市６町」という。）は、地方自治法

（昭和２２年法律第６７号）第２５２条の２第１項及び市町村

の合併の特例に関する法律（昭和４０年法律第６号。以下「法」

という。）第３条第１項の規定に基づき、合併協議会（以下「協

議会」という。）を置く。 

（協議会の名称） 

第２条 協議会は、久留米広域合併協議会と称する。 

（協議会の事務） 

第３条 協議会は、次に掲げる事務を行う。 

(1) ２市６町の合併に関する協議 

(2) 法第５条の規定に基づく新市建設計画の作成 

(3) 前２号に掲げるもののほか、２市６町の合併に関し必要な

事項 

（事務所） 

第4条 協議会の事務所は、会長の属する市又は町に置く。 
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（組織） 

第５条 協議会は、会長及び委員○○人以内をもって組織する。 

（会長、副会長及び監事） 

第６条 会長は、２市６町の長のうちから互選によりこれを定

める。 

２ 会長は、会務を掌理し、協議会を代表する。 

３ 副会長は、次条第１項第１号の規定により委員となるべき者

をもって充てる。 

４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が

欠けたときは、会長があらかじめ指定した副会長が、その職務

を代理する。 

５ 協議会に監事２名を置き、委員の中から会長が協議会に諮り

選任する。 

６ 会長、副会長及び監事は、非常勤とする。 

（委員） 

第７条 委員は、次の者をもって充てる。 

(1) ２市６町の長（会長に充てられた者を除く） 

(2) ２市６町の議会がそれぞれ推薦した２市６町の議会の議員 

(3) ２市６町の長が協議して定めた学識経験を有する者 

２ 委員は、非常勤とする。 

（会議） 
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第８条 協議会の会議（以下「会議」という。）は、会長がこれを

招集する。 

２ 会議の開催場所及び日時は、会議に付すべき事項とともに、

会長があらかじめ委員に通知しなければならない。 

（会議の運営） 

第９条 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことがで

きない。 

２ 会長は、会議の議長となる。 

３ 会議の議事その他会議の運営に関し必要な事項は、会長が協

議会に諮り別に定める。 

（委員以外の者の出席） 

第１０条 会長は、必要に応じ会議に委員以外の者の出席を要請

し、助言を求めることができる。 

２ 会長は、必要に応じ２市６町の関係職員を会議に出席させ、

説明を求めることができる。 

（小委員会） 

第１１条 協議会は、その事務の一部について調査、審議などを

行うため、小委員会を置くことができる。 

２ 小委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が協議会

に諮り別に定める。 

（幹事会及び専門部会） 
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第１２条 協議会に提案する事項について協議し、又は調整する

ため、協議会に幹事会を置く。 

２ 第３条各号に掲げる事項を専門的に協議し、又は調整するため、

幹事会に専門部会を置く。 

３ 幹事会及び専門部会の組織及び運営に関し必要な事項は、会

長が別に定める。 

（事務局） 

第１３条 協議会の事務を処理するため、協議会に事務局を置く。 

２ 事務局の職員は、２市６町の長が協議し、会長が定めた者を

もって充てる。 

３ 事務局に関し必要な事項は、会長が別に定める。 

（経費の負担） 

第１４条 協議会に要する経費は、２市６町が負担する。 

２ 前項の規定により２市６町が負担すべき額は、２市６町の長

が協議して定める。 

（監査） 

第１５条 協議会の出納の監査は、監事が行う。 

２ 監事は、前項の監査を行ったときは、その結果を会長に報告

しなければならない。 

（財務に関する事項） 

第１６条 協議会の予算の編成、現金の出納その他財務に関し必
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要な事項は、会長の属する市又は町の例により会長が定める。 

（報酬及び費用弁償） 

第１７条 会長及び委員は、報酬及びその職務を行うために要す

る費用の弁償を受けることができる。 

２ 前項に規定する報酬及び費用弁償の額並びに支給方法等につ

いては、会長の属する市又は町の例により会長が定める。 

（協議会解散の場合の措置） 

第１８条 協議会が解散した場合においては、協議会の収支は解

散の日をもって打ち切り、会長であった者がこれを決算する。 

（補則） 

第１９条 この規約に定めるもののほか、協議会に関し必要な事

項は、会長が別に定める。 

    

附 則 

  この規約は、告示の日から施行する。 
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